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 　　　交通の方法に関する教則の一部改正について

　本年３月31日、交通の方法に関する教則の一部を改正する国家公安委員会告示（令

和８年国家公安委員会告示第９号。以下「改正告示」という。）の制定が決定され、

交通の方法に関する教則（昭和53年国家公安委員会告示第３号。以下「教則」とい

 う。）が別添のとおり改正された。

改正告示は、本年４月１日から施行されたが、本改正の概要及び主な改正事項は下

記のとおりであるので、更新時講習等の運転者教育をはじめとする各種交通安全教育

 等を通じて、周知徹底に努められたい。

 記

 １　改正の概要

教則について、道路交通法の一部を改正する法律（令和６年法律第34号）の施行

 等に伴う所要の改正を行うもの。

 

 ２　主な改正事項

(1)　自動車等（特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両をいう。以下同

じ。）が当該自動車等と同一の方向に進行している自転車等（特定小型原動機付

自転車及び軽車両をいう。以下同じ。）の右側を通過する場合における、当該自

 転車等の義務に関する規定を追加するもの（教則第３章第３節２(14)）。

(2)　(1)の場合において、自転車等の右側を通過する自動車等の通行方法を追加す

 るもの（教則第５章第３節７(2)及び(3)）。

 






